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議案第１６号

琴浦町社会体育施設条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町社会体育施設条例の一部を改正することについて、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、本議

会の議決を求める。

令和 ３ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ３ 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和
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令和３年琴浦町条例第 号

琴浦町社会体育施設条例の一部を改正する条例

琴浦町社会体育施設条例(平成16年琴浦町条例第106号)の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示

すように改正する。

改正後 改正前

(名称及び位置) (名称及び位置)

第２条 体育施設の名称及び位置は、次の

とおりとする。

第２条 体育施設の名称及び位置は、次の

とおりとする。

別表第１(第７条関係) 別表第１(第７条関係)

別表第２(第９条関係) 別表第２(第９条関係)

(単位：円) (単位：円)

施設名 施設場所

略

琴浦町立東伯武道

館

琴浦町大字浦安11

9番地

施設名 施設場所

略

琴浦町立東伯武道

館

琴浦町大字浦安11

9番地

琴浦町東伯勤労者

体育センター

琴浦町大字徳万57

9番地２

琴浦町赤碕勤労者

体育センター

琴浦町大字太一垣

43番地１

略

琴浦町立東伯武道館

略

琴浦町立東伯武道館

琴浦町東伯勤労者体育センター

琴浦町赤碕勤労者体育センター

施設 利用者 使用料 施設 利用者 使用料
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名 区分 区分 施

設

使

用

料

照明

使用

料

略

町立

東伯

武道

館

町

内

１時

間に

つき

160 220

町

外

１時

間に

つき

330 440

名 区分 区分 施

設

使

用

料

照明

使用

料

略

町立

東伯

武道

館

町

内

１時

間に

つき

160 220

町

外

１時

間に

つき

330 440

東伯

勤労

者体

育セ

ンタ

ー

町

内

一

般

１時

間に

つき

160 440

中

学

生

以

下

１時

間に

つき

無

料

町

外

一

般

１時

間に

つき

330 880

赤碕

勤労

者体

育セ

ンタ

ー

町

内

一

般

１時

間に

つき

160 440

中

学

生

以

下

１時

間に

つき

無

料
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

略 略

町

外

一

般

１時

間に

つき

330 880


